
～炎を制す者、命を守る者。あなたの心意気で、地域を守りましょう～

(問)地域振興課　☎　４６－７１１１

(問・申)飯高福祉まるごと相談室　☎ ４６－７１１６

　75歳を過ぎると介護の必要な方が増えてきます。そこで、皆さんの健康増進のお役に立てるよ
う、令和7年度に75歳を迎える方のうち、介護認定を受けていない、かつ令和6年度に特定健診
を受診されていない方等を対象に地域包括支援センター職員が家庭訪問をしています。
　お気軽にご相談ください。

ちゃちゃマップは
こちら

　消防団は、地域に密着した消防機関として「自分の街は自分たちで守る」という使命感のも
と、地域の防災リーダーとして幅広い活動を行っています。
　また、災害のない場合でも、訓練のほか、応急手当の普及指導、住宅への防火指導、特別警
戒、広報活動などを行い、災害を未然に防いだり被害を軽減したりするために日々活動して
います。
　　　　        　　地域を支える一員として、一緒に活動してみませんか。
                     消防団は、学業や職業と両立しながら活躍できます。
　　　　　　        防火訪問、広報活動等、火災予防面の活動を中心に行う女性団員、
                     式典等で勇壮な演奏を披露するラッパ隊員も募集しています。

https://www.city.matsusaka.mie.jp/

～令和７年６月～

発行：松阪市飯高地域振興局

電話：４６－７１１１

【７月開催】まるごとサロンのご案内

１日(火)：飯高地域振興局(２階大会議室)

１５日(火)：飯高保健センター

２２日(火)：飯高林業総合センター

波瀬ユリのお花見

♦ 飯高地域振興局では卓球ができます!

♦ 開催時間は、各日共に 午後１時から午後３時となります。

♦ どの地区にお住まいの方でも、ご希望の会場へお越しいただけます。

♦ 天候により中止・変更になる場合があります。開催についてはお問い合わせください。

♦ ちゃちゃマップでもご案内します。

地域包括支援センター職員が『お達者訪問』をしています

波瀬ユリのお花見は申込が必要です。

申込締切 ７月１５日(火)

☎４６－７１１６

消防団員を募集しています

(問)高齢者支援課 ☎ ５３－４０９９



お薬が切れないよう、早めに受診して下さい。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

〇提供・貸出物品一覧〇

（問）西部建設保全事務所　☎ ４６－７１２５

　飯高地域振興局管内には4か所の資源ステーションを設け、資源物回収の利便性を向上させ
ています。しかしながら、資源ステーションの利用者と回収量が増えることに伴って、本来の資
源物の出し方にそぐわない利用も見られるようになってきています。資源物でないごみが混入
している他、資源物であっても汚れていて再利用できないものが混じっていることもありま
す。
　資源ステーションは、地域のみんなで利用する施設です。自分のためにも、もう一度資源物の
出し方を確認しましょう。

（問）飯南眼科クリニック ☎ ３２－２２０５

(問)林業振興課（飯高地域振興局内）　☎ ４６－７１２４

　松阪市林業振興課では、野生鳥獣による森林被害を未然に防止するために、防護柵等の設置
及び修繕に必要な経費の一部を補助します。
　●対　　象／森林内の苗木植栽地や特用林産物栽培地（原木しいたけ等）に対する防護柵
　　　　　　　　設置・修繕の資材費
　●補助金額／上限額　５０,０００円
　　　　　　　（対象資材経費の合計額の２分の１）
    　※施工される前に申請書等をご提出いただく必要があります。
　      詳細につきましては、林業振興課までお問い合わせください。

　西部建設保全事務所では、地域活動の一環として松阪市が管理する道路、河川、排水路等に
おいて地元団体が草刈作業に積極的に取り組んでいただけるよう、草刈り機の替刃・ごみ袋・
軍手・混合ガソリンの提供及びカラーコーン・注意看板・飛散防止ネットの貸出を行っており
ます。
　利用をお考えの方は条件等がございますので、事前に西部建設保全事務所までお問合せいた
だきますようよろしくお願いします。

・草刈り機の替刃（上限５枚／団体／年度）
・ごみ袋（上限２００枚／団体／年度）
 ＊袋の色、容量の種類は問わない
・軍手（上限２４双／団体／年度）
・混合ガソリン（上限１０ℓ／団体／年度）

提供

貸出
・カラーコーン
・注意看板
・飛散防止ネット

草刈作業に伴う物品の提供及び貸出を行います

森林内の有害鳥獣被害にお困りの方へ補助金のご案内

飯南眼科クリニック休診のお知らせ

７月５日(土)

資源ステーションの利用について

(問)地域住民課 ☎ ４６－７１１２



（問）西部教育事務所　☎ ３２－２３００

●対象／飯南・飯高地域で市が維持管理している浄化槽を使用し、
　次の条件に該当される方

（問）西部水道浄化槽事務所　☎ ４６－７１２３

【減免条件】
(1) 住民税非課税世帯のうち、７０歳以上の者のみで構成される世帯
(2) 住民税非課税世帯のうち、６５歳以上の単身世帯
(3) 住民税非課税世帯のうち、特別障害者のみで構成される世帯
　　又は特別障害者及び７０歳以上の者のみで構成される世帯
(4) 生活保護法による被保護世帯
(5) ８人槽以上の浄化槽を使用している世帯
(ただし、２世帯住宅は対象外、１１人槽以上は専用住宅のみ等の条件があります)

●提出期限／６月３０日（月）
　 ※提出期限後でも申請できますが、減免される期間が短くなります。
 　※現在減免を受けられている方も申請が必要です

●減免期間／令和７年８月分～令和８年７月分

　　申請後は調査のうえ減免の決定を行います。必ず減免されるものでは
　　ありません。また、減免条項に該当しなくなった時も届出が必要です。
　　詳しくは下記の事務所へご相談下さい。

　市では河川や海の水質環境を守るため、公共浄化槽の設置を
推進しています。（飯南・飯高管内）
　従来の汲取り方式や単独浄化槽をご利用されているご家庭は、
ぜひ、公共浄化槽の設置をご検討下さい。
　令和7年度分設置申請の受付は令和７年４月から９月末までとなります。
　　※工事施工は翌年１月頃までの予定です。
       申請をお考えの方は、早めにご相談ください。

　放課後子ども教室は、放課後や週末に小学校内外の施設を利用して、地域の方々のご協力を
いただき、子どもたちの安全な居場所や活動の場を提供しています。

　ご自身の趣味や特技を生かして、子どもたちが集い楽しく学び遊ぶ場で活躍してみません
か？手芸・工作・アート・スポーツ・昔遊びなどジャンルは問いません。自薦他薦も問いません。
気持ち程度の報酬もございます。
　興味のある方は、ぜひお気軽にお問合せください。

（松阪市HP）
　放課後子ども教室は、放課後や週末に小学校内外の施設を利用して、子どもたちの安全・安心な活動
拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域
住民との交流活動の取り組みを実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに
育まれる環境づくりを推進することを目的として、事業を展開しております。

放課後子ども教室「いいなんキッズいきいきクラブ」の先生募集！

西部水道浄化槽事務所からのお知らせ

公共浄化槽使用料の減免申請の受付を開始しています

申込フォームはこちら

公共浄化槽の設置申請について

市ホームページはこちら

４６－７１１２



【内　容】　①移住に関する相談　 ②空家バンクに関する相談

【対　象】 

(問) まつさか移住・交流センター(飯高町宮前１７９－１)　
☎ 0598-68-9782「道の駅飯高駅　飯高茶屋内」
営業時間：午前9:00～午後4:00　休業日：水、祝祭日及び年末年始

地域おこし協力隊 ｖｏｌ．９

『渡辺
わ た な べ

　華奈子
か な こ

』の 活 動 日 記

・松阪市への移住をお考えの方
・松阪市中山間地域の空家をお探しの方
・松阪市中山間地域の空家を売りたい、貸したいとお考えの方
　※松阪市中山間地域：飯南・飯高・嬉野(宇気郷／中郷)

　2023年6月に松阪市地域おこし協力隊員として着任してから2年が
経ちました。時が経つのが早く、あっという間に今日を迎えたよう
に感じています。いつも地域の皆さま助けてくださり交流させてい
ただきありがとうございます。今日まで様々な場に関わらせてもら
いました。昨年からは社会福祉協議会の皆さま、公民館の皆さま、
地域の皆さまなど沢山の方々と地域イベントで関わらせてもらって
おり、その中で、“地域交流”や皆さんとの“居場所作り”を目的
としたイベントを開催してきました。協力隊の活動を知っていただ
く事に注力した「協力隊喫茶」などで各地を回らせてもらっていま
す。
　また、地域の集いの場として催されている「いー南カフェ」「公
民館カフェ」とのコラボ開催もさせていただいています。そちらに
加えて、新たに“スマホ教室”も地域の課題解決に繋がればという
思いで各地で開催させていただくようになりました。まだまだ今後
も交流イベントのコラボ・協力隊喫茶企画と共に開催の予定を立て
ています。公民館・社協さん・地域の皆さまのお力をお借りして、
地域農家さんの素材を活用した教室も開催予定で現在企画中です。
是非、回覧などで“お知らせ”を見かけた際は、ご参加ご検討をお
願いします。それでは引き続きよろしくお願いします。

※地域おこし協力隊・・・人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積

極的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住

民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした制度です。

「移住＆空家バンク」のご相談について


